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宇治市水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定するに

ついて  
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規定により、見出しの議案を別紙のとおり提出する。  
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宇治市条例第   号 

   宇治市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

宇治市水道事業給水条例（昭和３７年宇治市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。  
附則に次の３項を加える。 

 （基本使用料及びメーター使用料の減免）  
３ 基本使用料及びメーター使用料の減免の対象者は、条例第１８

条の規定により給水契約を申込み、その承認を得た者とする。  
４ 減免の対象となる期間は、令和５年度のうち２期及び３期とす

る。  
５ 減免する額は、条例第２５条に規定する水道使用料の基本使用

料及びメーター使用料の半額とする。ただし、条例第３６条の規

定により水道使用料を減額される低所得者に対して減免する額は

、基本使用料から減免する額を控除した額の半額とする。  
   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

  

令和５年度のうち２期及び３期の水道使用料の基本使用料及びメ

ーター使用料の半額減免を実施するため、所要の改正を行うもので

あります。 


